
負担限度額 基本サービス費 サービス提供 看護体制加算 看護体制加算 夜勤職員 居住費 食　費 計

区分 １割負担（１日） 体制加算（Ⅰ） （Ⅰ） （Ⅱ） 配置加算（Ⅰ） （１日） （１日） （１日）

第 １ 段 階 380 300 1,153
第 ２ 段 階 480 600 1,553
第３段階① 880 1,000 2,353
第３段階② 880 1,300 2,653
第 ４ 段 階 1,291 1,700 3,464
第 １ 段 階 0 300 773
第 ２ 段 階 430 600 1,503
第３段階① 430 1,000 1,903
第３段階② 430 1,300 2,203
第 ４ 段 階 975 1,700 3,148
第 １ 段 階 380 300 1,263
第 ２ 段 階 480 600 1,663
第３段階① 880 1,000 2,463
第３段階② 880 1,300 2,763
第 ４ 段 階 1,291 1,700 3,574
第 １ 段 階 0 300 883
第 ２ 段 階 430 600 1,613
第３段階① 430 1,000 2,013
第３段階② 430 1,300 2,313
第 ４ 段 階 975 1,700 3,258
第 １ 段 階 380 300 1,330
第 ２ 段 階 480 600 1,730
第３段階① 880 1,000 2,530
第３段階② 880 1,300 2,830
第 ４ 段 階 1,291 1,700 3,641
第 １ 段 階 0 300 950
第 ２ 段 階 430 600 1,680
第３段階① 430 1,000 2,080
第３段階② 430 1,300 2,380
第 ４ 段 階 975 1,700 3,325
第 １ 段 階 380 300 1,399
第 ２ 段 階 480 600 1,799
第３段階① 880 1,000 2,599
第３段階② 880 1,300 2,899
第 ４ 段 階 1,291 1,700 3,710
第 １ 段 階 0 300 1,019
第 ２ 段 階 430 600 1,749
第３段階① 430 1,000 2,149
第３段階② 430 1,300 2,449
第 ４ 段 階 975 1,700 3,394
第 １ 段 階 380 300 1,472
第 ２ 段 階 480 600 1,872
第３段階① 880 1,000 2,672
第３段階② 880 1,300 2,972
第 ４ 段 階 1,291 1,700 3,783
第 １ 段 階 0 300 1,092
第 ２ 段 階 430 600 1,822
第３段階① 430 1,000 2,222
第３段階② 430 1,300 2,522
第 ４ 段 階 975 1,700 3,467
第 １ 段 階 380 300 1,542
第 ２ 段 階 480 600 1,942
第３段階① 880 1,000 2,742
第３段階② 880 1,300 3,042
第 ４ 段 階 1,291 1,700 3,853
第 １ 段 階 0 300 1,162
第 ２ 段 階 430 600 1,892
第３段階① 430 1,000 2,292
第３段階② 430 1,300 2,592
第 ４ 段 階 975 1,700 3,537
第 １ 段 階 380 300 1,611
第 ２ 段 階 480 600 2,011
第３段階① 880 1,000 2,811
第３段階② 880 1,300 3,111
第 ４ 段 階 1,291 1,700 3,922
第 １ 段 階 0 300 1,231
第 ２ 段 階 430 600 1,961
第３段階① 430 1,000 2,361
第３段階② 430 1,300 2,661
第 ４ 段 階 975 1,700 3,606
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負
担
限
度
額
区
分
表

第１段階
　・世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者・生活保護の
　　受給者など。かつ、預貯金などが単身で1,000万円(夫婦で2,000万円)以下

第２段階

　・世帯全員（世帯分離をしている配偶者を含む）が市民税非課税で
　　課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金収入額の合計が
　　年間80万円以下の方）
　　かつ、預貯金などが単身で650万円(夫婦で1,650万円)以下

第３段階①
　・世帯全員が市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の
　　合計が80万円超120万円以下の方
　　かつ、預貯金などが単身で550万円(夫婦1,550万円)以下

第３段階②
　・世帯全員が市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の
　　合計が120万円超えの方かつ、預貯金などが単身で500万円(夫婦で1,500万円)以下

第４段階 　・上記（第１～３段階）以外の方

そ
の
他

★送迎加算（片道） 184円加算
★特別室（トイレ・TV・冷蔵庫付個室）400円/日　★個室・多床室　テレビ代　200円/日
◎食費等は実食分の請求になります。　朝食 400円　昼食 700円　夕食 600円　おやつ代90円
※介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）　総単位数×14.0％
※療養食加算 療養食の提供を行った場合、8単位/回  1日3回を限度として24単位/日が加算されます。
　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                          　 R6/8改正



負担限度額 基本サービス費 サービス提供 看護体制加算 看護体制加算 夜勤職員 居住費 食　費 計

区分 １割負担（１日） 体制加算（Ⅰ） （Ⅰ） （Ⅱ） 配置加算（Ⅰ） （１日） （１日） （１日）

１割負担 451 22 1,291 1,700 3,464

２割負担 902 44 1,291 1,700 3,937

３割負担 1,353 66 1,291 1,700 4,410
１割負担 451 22 975 1,700 3,148
２割負担 902 44 975 1,700 3,621

３割負担 1,353 66 975 1,700 4,094

１割負担 561 22 1,291 1,700 3,574

２割負担 1,122 44 1,291 1,700 4,157

３割負担 1,683 66 1,291 1,700 4,740

１割負担 561 22 975 1,700 3,258

２割負担 1,122 44 975 1,700 3,841

３割負担 1,683 66 975 1,700 4,424

１割負担 603 22 4 8 13 1,291 1,700 3,641

２割負担 1,206 44 8 16 26 1,291 1,700 4,291

３割負担 1,809 66 12 24 39 1,291 1,700 4,941

１割負担 603 22 4 8 13 975 1,700 3,325

２割負担 1,206 44 8 16 26 975 1,700 3,975

３割負担 1,809 66 12 24 39 975 1,700 4,625

１割負担 672 22 4 8 13 1,291 1,700 3,710

２割負担 1,344 44 8 16 26 1,291 1,700 4,429

３割負担 2,016 66 12 24 39 1,291 1,700 5,148

１割負担 672 22 4 8 13 975 1,700 3,394

２割負担 1,344 44 8 16 26 975 1,700 4,113

３割負担 2,016 66 12 24 39 975 1,700 4,832

１割負担 745 22 4 8 13 1,291 1,700 3,783

２割負担 1,490 44 8 16 26 1,291 1,700 4,575

３割負担 2,235 66 12 24 39 1,291 1,700 5,367

１割負担 745 22 4 8 13 975 1,700 3,467

２割負担 1,490 44 8 16 26 975 1,700 4,259

３割負担 2,235 66 12 24 39 975 1,700 5,051

１割負担 815 22 4 8 13 1,291 1,700 3,853

２割負担 1,630 44 8 16 26 1,291 1,700 4,715

３割負担 2,445 66 12 24 39 1,291 1,700 5,577

１割負担 815 22 4 8 13 975 1,700 3,537

２割負担 1,630 44 8 16 26 975 1,700 4,399

３割負担 2,445 66 12 24 39 975 1,700 5,261

１割負担 884 22 4 8 13 1,291 1,700 3,922

２割負担 1,768 44 8 16 26 1,291 1,700 4,853

３割負担 2,652 66 12 24 39 1,291 1,700 5,784

１割負担 884 22 4 8 13 975 1,700 3,606

２割負担 1,768 44 8 16 26 975 1,700 4,537

３割負担 2,652 66 12 24 39 975 1,700 5,468
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★送迎加算（片道） 184円加算
★特別室（トイレ・TV・冷蔵庫付個室）400円/日　★個室・多床室　テレビ代　200円/日
◎食費等は実食分の請求になります。　朝食 400円　昼食 700円　夕食 600円　おやつ代90円
※介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）　総単位数×14.0％
※療養食加算 療養食の提供を行った場合、8単位/回  1日3回を限度として24単位/日が加算されます。
　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                          　 R6/8改正
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第３段階②

負
担
限
度
額
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表

　・世帯全員が市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の
　　合計が120万円超えの方かつ、預貯金などが単身で500万円(夫婦で1,500万円)以下

　・上記（第１～３段階）以外の方

　・世帯全員が市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の
　　合計が80万円超120万円以下の方
　　かつ、預貯金などが単身で550万円(夫婦1,550万円)以下

　・世帯全員（世帯分離をしている配偶者を含む）が市民税非課税で
　　課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金収入額の合計が
　　年間80万円以下の方）
　　かつ、預貯金などが単身で650万円(夫婦で1,650万円)以下

　・世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者・生活保護の
　　受給者など。かつ、預貯金などが単身で1,000万円(夫婦で2,000万円)以下

第３段階①

第４段階

第１段階

第２段階


